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申

問

　　　
町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
と
行
政
の

協
働
に
よ
る
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進

す
る
た
め
、
町
政
に
対
す
る
ご
意
見
、

ご
提
案
な
ど
の
「
町
民
の
声
」
を
募
集

し
ま
す
。
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
「
町

民
の
声
」
は
、
貴
重
な
ご
意
見
・
ご
提

案
と
し
て
今
後
の
行
政
運
営
に
反
映
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

●
提
出
方
法

　
①
郵
便
　
②
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

　
③
電
子
メ
ー
ル
　
④
直
接
持
参

●
様
　
　
式
　
書
式
は
定
め
て
あ
り
ま

す
が
、
任
意
様
式
で
も
結
構
で
す
。

　
　
用
紙
は
役
場
2
階
企
画
グ
ル
ー
プ

に
備
え
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
な
お
、
提
出
者
は
住
所
お

よ
び
氏
名
を
必
ず
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

●
回
　
　
答
　
内
容
に
も
よ
り
ま
す
が
、

速
や
か
に
回
答
い
た
し
ま
す
。

　
　
な
お
、
回
答
処
理
に
2
週
間
以
上

の
時
間
を
要
す
る
場
合
は
、
提
出
者

に
「
回
答
遅
延
通
知
書
」
に
よ
り
通

知
い
た
し
ま
す
。

　
　
ま
た
、
内
容
の
趣
旨
が
不
明
な
も

の
お
よ
び
誹
謗
中
傷
な
ど
に
つ
い
て

は
回
答
い
た
し
ま
せ
ん
。

●
公
　
　
表
　
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
意
見
、

提
案
等
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び

「
広
報
ひ
ろ
の
」
で
公
表
し
ま
す
。
た

だ
し
、
提
出
者
の
住
所
お
よ
び
氏
名

は
公
表
し
ま
せ
ん
。

●
提
出
先
お
よ
び
お
問
い
合
わ
せ
先

〒
9
7
9
―
0
4
0
2
　広
野
町
大
字
下
北

迫
字
苗
代
替
35
番
地

広
野
町
役
場
総
務
課
企
画
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
「
町
民
の
声
」
担
当
宛

 
 27
―
2
1
1
4
（
直
通
）

FAX
 27
―
4
1
6
7

E-mail  kikaku@town.hirono.fukushima.jp
URL  http://www.town.hirono.fukushima.jp

July 7月
　英語指導助手のアリアンさんは広野
在住で、小中学生の英語指導や公民館
での英語教室を行っています。

英
会
話英
会
話英
会
話

ワンポイント
英
会
話英
会
話
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貸金業法が
大きく変わります！
平成22年6月18日に改正法が施行され、

■借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなく
　なります。

■借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。
　年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。

法律の詳しい内容は、金融庁ウェブサイトをご覧ください。http://www.fsa.go.jp/

借入れや返済のお悩みは、お早めに相談を

消費者ホットライン（消費生活相談窓口）　0570−064−370
金融庁・金融サービス利用者相談室　0570−016−811・03−5251−6811

ゼロゴーナナゼロ 守ろうよ みんなを

相談窓口の連絡先は、以下の番号でご案内します。

金融庁・消費者庁からのお知らせです


